
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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被災自治体News

南相馬市からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.5302

次ページへ続きます

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金（国民健康保険・後期高齢者

医療保険）の支給について期間を更新しました 1月20日HP更新

南相馬市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感

染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため

労務に服することができなかった期間（一定の要件を満たした場合に限る）、傷病手当金

を支給します。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

1. 給与の支払いを受けている南相馬市国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者

であること

2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われるこ

とにより、療養のため労務に服することができなくなったこと

3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日

から令和4年3月31日までの間に属すること

4. 給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服する

ことができない期間

支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額

就労日数

給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給

されないことがあります。

支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和4年3月31日の間で療養のために労務を服することができな

い期間（ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで）

申請方法

申請を希望する場合は、市民課保険年金係（電話 0244-24-5233）まで必ず事前に

電話でお問い合わせください。

×2/3×日数（支給対象となる日数）

注意

注意
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被災自治体News
新型コロナウイルス感染症に感染した日、または感染の疑いによる療養のために休業

された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。

【南相馬市国民健康保険】

傷病手当金の申請について（被保険者の方へ）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20220119_4hvg5.pdf

新型コロナウイルスによる傷病手当金に関するQ&A

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20220119_7m0s8.pdf

【後期高齢者医療制度】

福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ

https://www.fukushima-kouiki.jp/?p=1724

注意

問い合わせ 市民生活部 市民課 保険年金係 0244-24-5233TEL

新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)に関するQ＆A

1月17日HP更新

《厚生労働省ホームページQ＆Aより抜粋(一部加工)》

質問1．なぜ、追加接種(3回目接種)が必要なのですか。

（回答）

新型コロナワクチンは、高い発症予防効果等がある一方、感染予防効果や、高齢者にお

いては重症化予防効果についても、時間の経過に伴い、徐々に低下していくことが示され

ています。このため、感染拡大防止および重症化予防の観点から、海外の状況やワクチン

の効果の持続期間の知見を踏まえ、2回目の接種完了から原則8カ月以上経過した18歳以

上の方(高齢者の場合、2か月前倒しが可能)に実施することとされました。

質問2．追加接種(3回目接種)には、どのような効果がありますか。

（回答）

追加接種(3回目接種)を行わなかった場合と比較して、感染予防効果や重症化予防効果

等を高める効果があることが、臨床試験やさまざまな疫学研究などで報告されています。

見られました。
次ページへ続きます

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20220119_4hvg5.pdf
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20220119_7m0s8.pdf
https://www.fukushima-kouiki.jp/?p=1724


被災自治体News

質問3．追加接種(3回目接種)では、どのワクチンが使用されますか。初回接種(1・2

回目接種)とは異なるワクチンを使用(交互接種)しても大丈夫でしょうか。

（回答）

追加接種(3回目接種)に使用するワクチンは、初回接種(1・2回目接種)に用いたワクチ

ンの種類に関わらず、mRNAワクチン(ファイザー社製または武田/モデルナ社製)を用い

ることが適当であるとされています。日本では現在、いずれのワクチンも薬事承認されて

おり、18歳以上の方を対象に順次、追加接種(3回目接種)が進められています。

なお、諸外国でも、初回接種(1・2回目接種)で使用されたワクチンの種類にかかわら

ず、追加接種(3回目接種)でmRNAワクチンを推奨する国が多く、また、初回接種(1・2

回目接種)と追加接種(3回目接種)で異なるワクチンの使用(交互接種)を認めている国は、

米国を始め複数あります。

質問4．追加接種(3回目接種)ではどのような副反応がありますか。2回目より重いの

でしょうか。

（回答）

海外の臨床試験の結果では、ファイザー社製および武田/モデルナ社製いずれの場合も、

2回目の接種後と比較して有害事象の発現傾向は概ね同様であると確認されていますが、

リンパ節の腫れなどについては、初回接種(1・2回目接種)時と比較して、発現割合が高

い傾向にありました。国内の調査結果(中間報告)でも、ファイザー社製における、追加接

種(3回目接種)から1週間後までの有害事象の状況は、2回目の接種後とほぼ類似していま

したが、わきの下の痛みなどについては、3回目の接種後の方が、発現頻度が高い傾向が

見られました。

浜通り×さんじょうライフvol.5304

質問5．追加接種(3回目接種)が開始されても、初回接種(1・2回目接種)を受けるこ

とはできますか。

（回答）

接種が受けられる期間は、現在、令和4年9月30日までとなっています。この期間内で

あれば、初回接種(1・2回目接種)も受けることは可能です。

問い合わせ
健康福祉部 新型コロナ対策課
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 0120-268-237



被災自治体News

新型コロナウイルス感染症に係る福島県の集中対策について

1月20日HP更新

市内では、過去最多の64人の陽性者を記録した昨年の7月をしのぐ勢いで感染が拡大

しています。加えて、1月18日には市内医療機関でクラスターの発生が確認されていま

す。

感染拡大の状況がこのまま続けば、入院患者の増加や医療従事者の休職などに伴う医療

体制のひっ迫も懸念されることから、早急な対策が必要となっています。

このことから市では、1月19日、福島県知事に対し、不要不急の外出自粛や飲食店へ

の営業時間短縮要請の実施に関する要望を行い、その結果、福島県において、1月21日

（金）から2月6日（日）までの期間、「南相馬市における新型コロナウイルス感染症集

中対策」を実施する決定がされました。

新型コロナウイルス感染症に係る要望書

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/1/20220119_yobosyo.pdf

【福島県】南相馬市における新型コロナウイルス感染症集中対策

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/55/20220120_syutyutaisaku.pdf

問い合わせ
健康福祉部 新型コロナ対策課

090-2796-8023、090-2796-8024TEL
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1月21日から
まん延防止等重点措置が適用されます

浜通り×さんじょうライフvol.5306

まん延防止等重点措置の適用に伴う県民・事業者の皆様への要請の詳細

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/299867.pdf

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/299867.pdf


ワクチン・検査パッケージ等のための
PCR検査所について

民間薬局で検査を受ける際の注意事項（PDF）

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/297717.pdf

次ページへ続きます

三条会場・上越会場と、民間薬局の検査場所が追加になりました。

https://vtp-niigata.com/

https://nagaoka-vtp.com/

https://sanjo-vtp.com/

https://covid-kensa.com/joetsu.html

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/pcrppackagelist.html

1月19日更新
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https://vtp-niigata.com/
https://vtp-niigata.com/
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■検査の趣旨

健康理由などによりワクチン接種ができない方などを対象に、感染拡大を防止しながら、

日常生活や経済社会活動の継続を可能とすることを目的として、PCR検査所を設置します。

また、感染不安を感じる無症状の県民の方についても無料検査の対象とします。（令和4

年2月13日まで延長）

※ワクチン検査パッケージとは

新型コロナウイルス感染症対策と、日常生活の回復や社会経済活動継続の両立に向けて、

将来の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などの下においても、飲食店やイベント主催者

などが利用者のワクチン接種歴または検査結果の陰性を確認することにより、感染リスクを

抑えながら、飲食やイベント、人の移動などさまざまな行動制限を緩和するための制度です。

■検査対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります

(1)ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業（3月31日まで）

イベント参加などで事業者等からワクチン接種証明や検査結果陰性の確認を求められてい

る次に掲げる無症状の方

・基礎疾患など健康上の理由によりワクチン接種を受けられない方

・12歳未満の子ども

(2)感染拡大傾向時の一般検査事業（2月13日まで延長）

感染不安を感じる県内在住の方（ワクチン接種歴の有無は問いません）

※有症状の方は、これまでと同様、かかりつけ医や新潟県新型コロナ受診・相談センターに

ご相談ください。

■開設期間

令和3年12月29日～令和4年3月31日

※検査予約などの手続きは各会場の情報をご確認ください。

■設置場所など

当日現地受け付けも可能ですが、各日回数に上限があるため、事前にホームページからの

予約、または電話での確認をお勧めします。

(1)新潟県ワクチン・検査パッケージ等ＰＣＲ検査所（ＰＣＲ検査）

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.5308

会場 設置場所 受付時間

新潟会場
新潟市中央区花園1-1-14
「にいがたＰＣＲ検査センター」

午前9時～午後4時
・午前9時～11時30分
・午後0時30分～4時
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※三条会場について

(2)薬局（127カ所）（PCR検査、抗原定性検査）

検査実施事業者一覧（PDF）

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/456072_1117143_misc.pdf

■費用

無料

※検査時に、氏名・住所などの確認のため、運転免許証、マイナンバーカード、保険証、

学生証などの公的証明書の提示をお願いします。

ただし、お子さまなど本人確認書類を所持しない場合は、提示の義務はありません。

会場 設置場所 受付時間

長岡会場
長岡市台町2-8-35
ホテルニューオータニ長岡
ショッピングアーケード パティオ内1階

午前9時～午後4時30分
・午前9時～11時30分
・午後0時30分～4時30分

三条会場

三条市須頃1-17 メッセピア
三条市須頃1-20 リサーチコア
※日によって会場が異なります。
（下表参照）

午前9時～午後4時
・午前9時～11時30分
・午後0時30分～4時

上越会場
上越市藤野新田175-1
上越市観光物産センター２F
※専用の入口をご利用ください。

午前9時30分～午後5時30分
(定休日：月曜日 ※月曜日が祝日
の場合は翌日)
※抗原定性検査も受付が可能です。

問い合わせ 新潟県医療調整本部 地域外来検査グループ 025-256-8474TEL

検査日 会場

1月17日～2月10日 メッセピア 1F 多目的ホール

2月11日～13日 リサーチコア 6F 研修室④

2月14日～17日 メッセピア 1F 多目的ホール

2月18日～23日 リサーチコア 7F マルチメディアホール

2月24日～28日 メッセピア 4F 大会議室

3月1日～8日 メッセピア 1F 多目的ホール

3月9日～12日 メッセピア 5F 総合研究室①

3月13日～19日 メッセピア 1F 多目的ホール

3月20日～21日 リサーチコア 6F 研修室④

3月22日～31日 メッセピア 1F 多目的ホール

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/456072_1117143_misc.pdf


市町村名 世帯数 人数

小高区 15 37

原町区 3 3

南相馬市 計 18 40

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 27 62

三条市に避難している
世帯数と人数(2022.1.20現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

浜通り×さんじょうライフvol.53010

交流ルームひばり通信

１月・２月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

１／２１ ２２

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

ひばり休み ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

３０ ３１ ２／１ ２ ３ ４ ５

ひばり休み ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開設時間] 日・水 午前10時～午後1時

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。

避難先住所等の届け出について

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TEL


